
 

制限付一般競争入札実施要領  
 

 

１ 入札に付する事項  

（１）件  名 東大阪市庁舎清掃業務（長期継続契約）  

（２）委託期間 令和８年１０月１日から令和１１年９月３０日まで（３６ヶ月）  

        ※「東大阪市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」

で規定する長期継続契約であり、予算の減額又は削減があった場合は

契約期間中での契約解除を行う場合がある。  

（３）業務内容 清掃業務  

（４）入札方法 総合評価制限付一般競争入札（低入札価格調査対象業務）  

（５）履行場所 東大阪市本庁舎（東大阪市荒本北一丁目１番１号）  

（６）予定価格 月額６，０３５，７００円 ※消費税及び地方消費税を含む  

        ※本予定価格は、当初１年間に要する経費を基に算出した月額である。  

         また、別紙「東大阪市庁舎清掃業務委託【長期継続契約】における賃

金等の変動にかかる変更契約協議の基準について」に基づいて、履行

開始日から起算して１３ヶ月目及び２５ヶ月目において、人件費の上

昇及び物価変動に適切に対応することを目的とした変更契約協議を

実施することを想定している。  

（７）仕様書等 本市ウェブサイト（管理課ページ）へ掲載する。  

 

２ 契約条項を示す場所  

（１）場  所 東大阪市荒本北一丁目１番１号  

        東大阪市役所１２階 企画財政部資産経営室管理課  

（２）公  告  日 令和８年６月２５日（木）  

     ※ 同日中に、本市ウェブサイト（管理課ページ）にも掲載する。  

 

３ 入札に参加する者に必要な資格  

（１）東大阪市財務規則第８８条の２第１項の規定により令和６年・７年・８年度東大阪



市入札参加有資格者名簿（物品・役務）に登録されていること。  

（２）前号の名簿に登録されている業種の希望が「００９・建物清掃」(希望順位は問わな

い )であること。  

（３）東大阪市入札参加停止要綱による入札参加停止期間中でないこと。  

（４）東大阪市公共工事等暴力団対策措置要綱による入札参加除外措置中でないこと。  

（５）「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第１２条の２における「建築物に

おける清掃を行う事業」の登録を受けているものであること。  

（６）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。  

（７）過去３年間（令和５年４月１日から令和８年３月３１日）において、延床面積が  

１万㎡以上の建築物の清掃業務を１年以上継続して受託した契約実績（期間内に履

行完了した実績を含む）を有していること。  

（８）プライバシーマークの付与を受けていること。  

（９）仕様書及び関係法令を遵守し、適正な履行の確保を誓約できること。  

（１０）委託業者決定の翌日から業務開始日までの間に、本業務を円滑に遂行できるよう

習熟度を深め、本業務を迅速かつ安全に履行できること。  

 

４ 入札方式について  

  本業務は、低入札価格調査制度を利用した総合評価方式一般競争入札により落札者を

決定する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ スケジュール  

項目  日程  手続の方法  詳細  

質疑受付  
令和８年７月２日（木）午前９時か

ら午後５時３０分まで  
担当課へメール  

６ を

参照  

入札参加資格  

審査申請  

令和８年７月１０日（金）午前９時

から７月１３日（月）午後５時３０

分まで  

左記期間内に担当課

へ持参又は郵送 (郵送

の場合は簡易書留郵

便とすること )  

７ を

参照  

入札書類提出  

令和８年７月２１日（火）午前９時

から午後５時３０分まで（郵送の場

合は上記期間中に必着）  

９ を

参照  

入札結果公表  令和８年８月７日（金）   
10 を

参照  

 

６ 質疑について  

入札参加を希望する者が質疑を行う場合は、質疑書（様式５）により本市担当課まで

メールにて令和８年７月２日（木）午前９時から午後５時３０分までに送信し、送信後、

電子メール送付の電話連絡を本市担当課へ行うこと。また、質疑に対する回答について

は、令和８年７月７日（火）までに本市ウェブサイト（管理課ページ）にて公表する。

質疑に入札参加者名を特定できる内容等が含まれる場合は、回答の際に一部加工するこ

とがある。なお、質疑がない場合及び見解を異にする場合は、本市の決定に基づいて行

い、入札をした者は、入札後、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てる

ことはできない。  

 

 

 

 

 

 

 

 



７ 入札参加資格審査申請に関する事項  

（１）入札参加を希望する者は、次の書類を提出し、入札参加資格の審査を受けなければ

ならない。  

様式  書類の名称  注意事項  

様式１  入札参加申請書  

押印省略可  

様式１に記入する申請日は「令和８年７月

１０日」又は「令和８年７月１３日」とす

ること（様式２・３も同様とする。）  

様式２  契約実績証明書  契約書等の写しを添付すること。  

様式３  誓約書   

様式４  受付票  商号又は名称を記入すること  

 登録証の写し  
建築物における衛生的環境の確保に関す  

る法律第１２条の２関係  

 プライバシーマーク関係書類  認定書類の写しを提出すること。  

 
７６０円分の切手を貼った長

３号封筒（速達の簡易書留）  

入札参加確認通知書の返信用封筒に使用す

るので、宛名を記入しておくこと  

※ 各様式は、本市ウェブサイト（管理課ページ）からダウンロードすること。  

（２）入札参加資格審査申請の場所及び日時 

ア 申請場所 東大阪市荒本北一丁目１番１号 

東大阪市役所 １２階 企画財政部資産経営室管理課 

イ 申請期間 令和８年７月１０日（金）から令和８年７月１３日（月）まで 

土・日・祝日を除く各日午前９時から午後５時３０分までに持参する 

こと。 

なお、郵送の場合は簡易書留郵便とし、上記期間中に必着とすること。 

（３）入札参加資格の審査及び通知 

入札参加資格審査申請に係る提出書類により入札参加資格を審査し、その結果通知

を令和８年７月１４日（火）までに発送する。 

（４）入札参加資格を認めなかった理由の説明に関する事項 

ア 入札参加資格の審査の結果、入札参加資格を認められなかった者は、その理由に 

ついて説明を求めることができる。 



イ 前号の説明を求める場合は、令和８年７月１７日（金）までに本市担当課まで書

面を持参又は郵送により提出すること。郵送の場合は、簡易書留郵便とし、提出

期限内必着とする。 

ウ 説明の求めがあった時は、令和８年７月２２日（水）までに回答書を発送する。 

（５）入札参加の辞退 

    入札参加資格審査申請書類を提出後、入札の参加を辞退する場合は、令和８年７月  

２１日（火）入札書類提出日までに電話にて本市担当課に連絡の上、入札辞退届を

提出すること。 

 

８ 入札に参加することができない者  

（１）入札参加資格審査申請期間から入札日までの間において、東大阪市入札参加停止要

綱により入札参加停止となった者  

（２）入札参加資格審査申請期間から入札日までの間において、東大阪市公共工事等暴力

団対策措置要綱により入札参加除外となった者  

（３）入札参加資格審査申請期間に申請しなかった者  

（４）「９ 総合評価入札に係る関係書類の提出」で示す関係書類を提出日時に提出しなか

った者  

（５）入札に参加することが適正でないと決定された者  

 

９ 総合評価入札に係る関係書類の提出  

（１）提出日時 令和８年７月２１日（火）午前９時から午後５時３０分（時間厳守）  

（２）提出場所 東大阪市役所１２階 資産経営室管理課  

（３）提出書類  

書類の名称  注意事項  提出部数  

入札書  
入札参加資格申請において参加資格

「有」で通知した者に配布する。  
１部  

総合評価入札に係る  

企画提案書  

ウェブサイトで公表する「評価項目、  

評価点及び評価内容」に記載する本市  

指定様式及び任意様式を提出するこ  

と。 (データも併せて提出すること ) 

２部  

＋  

データ (ＣＤ等 )  



（４）提出方法 持参または郵送（郵送の場合は簡易書留郵便とし、上記期間中に必着と

すること。）  

（５）開 札 提出書類のうち、入札書の開札は令和８年７月２２日（水）１３時に東

大阪市役所１２階東側会議室にて行う。  

入札参加者の立会は求めないが、入札参加者のうち希望する者は、開札

に立ち会うことができる。入札参加者が立ち会わない場合は、市は入札

事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。なお、当該開札では、

入札価格が予定価格を超えていないこと等の確認を行うものとし、入札

価格、落札者の発表は行わない。  

 

１０ 落札事項  

（１）落札方法は、別に示す落札者決定基準に則り総合評価方式によって行う。  

（２）地方自治法施行令第１６７条の１０の２第２項の規定を適用し、調査基準価格を設  

ける。  

（３） 落札者決定基準に基づく審査の結果、最も高い総合評価点を得た者を落札者とする。 

（４）審査の結果、落札者となるべき者 (以下「落札候補者」という。 )が市が設定する調

査基準価格を下回る入札を行った場合、落札候補者は速やかに入札価格詳細内訳書、

配置労働者賃金支払予定表を提出しなければならない。  

（５）市は前号の低入札価格調査資料をもとに落札候補者が履行可能か調査をする。調査

の結果、適正な履行の確保が困難と判断した場合は失格とする。  

（６）入札結果は、令和８年８月 7 日（金）に本市ウェブサイトで公表する。  

 

１１ 入札保証金に関する事項  

東大阪市財務規則第９６条第２号の規定により免除する。  

 

１２ 入札の無効に関する事項  

東大阪市財務規則第１０２条各号のいずれかに該当する入札は無効とする。  

 

１３ 契約事項  

（１）契約保証金は、契約金額の１００分の３に相当する額以上とする。ただし市財務規  



   則第１１７条第１号の規定に該当する場合は免除とする。  

 

１４ 特記事項  

本案件は、「東大阪市庁舎清掃業務委託【長期継続契約】における賃金等の変動にかか

る変更契約協議の基準について」に基づき、履行開始日から起算して１３ヶ月目及び２

５ヶ月目において、人件費の上昇及び物価変動に適切に対応することを目的とした変更

契約協議を想定している。入札額については、同基準を十分理解した上で適切に見積も

ること。  

 

１５ その他  

（１）地方自治法及び同法施行令、東大阪市財務規則のほか、本委託業務に関係する一切  

の法令を遵守すること。  

（２）次のいずれかの関係に該当する者同士の入札参加は認めない。  

   ①親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいう。以下同じ。）と子会社（会

社法第２条第３号の規定による子会社をいう。以下同じ。）の関係にある者  

   ②親会社を同じくする子会社同士の者  

   ③一方の会社の役員（監査役は含まない。以下同じ。）が、他方の会社の役員を現に

兼ねている者  

   ④一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第

６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている者  

 

１６ 担当課  

 〒５７７－８５２１ 東大阪市荒本北一丁目１番１号  

 東大阪市企画財政部資産経営室管理課 TEL：０６－４３０９－３１２５  

 メールアドレス：kanri@city.higashiosaka.lg.jp 

 管理課ウェブサイトアドレス： h t t p s : / / w w w. c i t y. h i g a s h i o s a k a . l g . j p / s o s h i k i / 

5-7-0-0-0_1.html 

mailto:kanri@city.higashiosaka.lg.jp
https://www.city.higashiosaka.lg.jp/soshiki/

